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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液透過性のトップシートと、液不透過性のバックシートと、吸収性繊維及び高吸収性ポ
リマーからなる吸収体と、を有する吸収性物品であって、
　前記吸収体は、幅方向中心線を挟む一対の折り線で、幅方向両端部が長手方向の全長に
亘って身体側に屈曲して、各折り線を挟んだ両側の部位が対向して保持されており、
　前記吸収体の前記幅方向両端部が身体側に屈曲した状態において、前記吸収体の前記幅
方向両端部は幅方向に互いに離間しており、
　前記吸収体の２本の折り線の間の領域には、少なくとも前記吸収体の長手方向中心部に
及ぶ凹部が設けられており、
　前記吸収体の前記幅方向両端部の離間距離が、前記凹部の幅方向の最大寸法よりも狭く
、
　前記凹部は壁面を有する境界を介して長手方向に複数分割配置されていることを特徴と
する、吸収性物品。
【請求項２】
　長手方向中央部から両端部に向かって前記境界の壁面の高さに傾斜を設け、長手方向中
央部から長手方向両端部に向かうほど高さを増すことを特徴とする、請求項１記載の吸収
性物品。
【請求項３】
　液透過性のトップシートと、液不透過性のバックシートと、吸収性繊維及び高吸収性ポ
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リマーからなる吸収体と、を有する吸収性物品であって、
　前記吸収体は、幅方向中心線を挟む一対の折り線で、幅方向両端部が長手方向の全長に
亘って身体側に屈曲して、各折り線を挟んだ両側の部位が対向して保持されており、
　前記吸収体の前記幅方向両端部が身体側に屈曲した状態において、前記吸収体の前記幅
方向両端部は幅方向に互いに離間しており、
　前記吸収体の２本の折り線の間の領域には、少なくとも前記吸収体の長手方向中心部に
及ぶ凹部が設けられており、
　前記吸収体の前記幅方向両端部の離間距離が、前記凹部の幅方向の最大寸法よりも狭く
、
　前記幅方向両端の一部に弧状曲線を設け、少なくとも体液の排出部において、幅方向両
端部の離間距離を広くすることを特徴とする、吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　体液の吸収速度が改善され、漏れが有効に防止された吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に吸収性物品には、テープ止めタイプ紙おむつ、軽失禁パッド、尿取りパッド、
パンツタイプ紙おむつ等が知られており、これらの吸収性物品は着用対象者の排泄におけ
る介護の必要度に応じて適宜選択されて使用される。これらの吸収性物品は、液透過性の
トップシートと、液不透過性のバックシートと、両シートの間に配置された吸収体と、で
構成されている。このような構成を採用することにより、尿等の体液は、吸収性物品のト
ップシートを透過して吸収体に吸収され、バックシートにより外部へ漏れないようになっ
ている。
【０００３】
　ところで、近年、吸収性物品においては、吸収体に様々な工夫を施すことにより、吸収
量や吸収速度を高める試みがなされている。例えば、近年知られている吸収性物品には、
吸収体にスリットを設けたり、吸収体の両端部を折り曲げたりすることにより、体液の吸
収速度や吸収量を増大させる試みがなされている。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、液透過性のトップシートと、液不透過性のバックシートと、
トップシート及びバックシートの間に配置された吸収体と、吸収体の幅方向外方に延出さ
れた可撓性のサイドフラップと、このサイドフラップの股下領域において長手方向に配設
された伸縮性弾性部材と、を有し、吸収体の長手方向側縁をサイドフラップとともに吸収
体の内方へ折り返して第１折り返し部を形成し、この第１折り返し部を、更に、吸収体の
外方に折り返して第２折り返し部を形成した吸収性物品が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平０４－０５１９５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１の記載の発明等においては、吸収体上の適切な部位に体液が
保持されない可能性がある他、多量の尿が排泄された場合に、必ずしも迅速に吸収体に吸
収されずに漏れのリスクがある等、吸収性物品の吸収性能に関して問題もあった。したが
って、本発明は以上の課題に鑑みてなされたものであり、体液の吸収量や吸収速度が高め
られた吸収性物品であって、吸収体上の適切な部位に体液が保持されて迅速な吸収と漏れ
の防止を実現可能な吸収性物品を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　本発明の発明者らは、上記課題に鑑み、鋭意研究を行った。その結果、吸収体の幅方向
両端部を、長手方向の全長に亘って折り曲げるとともに、折り曲げた状態において、幅方
向両端部を幅方向に互いに離間したものとし、吸収体の２本の折り線の間の領域に、所定
の凹部を設けた吸収性物品によれば、上記課題を解決できることを見出し、本発明を完成
するに至った。具体的には、本発明は以下のものを提供する。
【０００８】
　（１）本発明の第１の態様は、液透過性のトップシートと、液不透過性のバックシート
と、吸収性繊維及び高吸収性ポリマーからなる吸収体と、を有する吸収性物品であって、
前記吸収体は、幅方向中心線を挟む一対の折り線で、幅方向両端部が長手方向の全長に亘
って身体側に屈曲して、各折り線を挟んだ両側の部位が対向して保持されており、前記吸
収体の前記幅方向両端部が身体側に屈曲した状態において、前記吸収体の前記幅方向両端
部は幅方向に互いに離間しており、前記吸収体の２本の折り線の間の領域には、少なくと
も前記吸収体の長手方向中心部に及ぶ凹部が設けられており、前記吸収体の前記幅方向両
端部の離間距離が、前記凹部の幅方向の最大寸法よりも狭い、吸収性物品である。
【０００９】
　（２）本発明の第２の態様は、（１）に記載の吸収性物品であって、前記吸収体が屈曲
する前の状態において、前記吸収体の衣類側を構成する表面に、高吸収性ポリマーが濃縮
されて存在することを特徴とするものである。
【００１０】
　（３）本発明の第３の態様は、（１）又は（２）に記載の吸収性物品であって、前記ト
ップシートが、前記吸収体とともに、折り線で身体側に屈曲して、各折り線を挟んだ両側
の部位が対向して保持されており、前記吸収性物品の着用時に、肌と、吸収体の２本の折
り線の間の領域との間に空隙が形成されていることを特徴とするものである。
【００１１】
　（４）本発明の第４の態様は、（１）から（３）のいずれかに記載の吸収性物品であっ
て、前記吸収体の前記幅方向両端部の最短離間距離が１ｃｍ以上５ｃｍ以下であり、且つ
前記凹部の幅方向の最大寸法の１０％以上１００％以下であることを特徴とするものであ
る。
【００１２】
　（５）本発明の第５の態様は、（１）から（４）のいずれかに記載の吸収性物品であっ
て、折り線において、前記吸収体が肉薄となっているか、前記吸収体に溝又はスリットが
形成されていることを特徴とするものである。
【００１３】
　（６）本発明の第６の態様は、（１）から（５）のいずれかに記載の吸収性物品であっ
て、前記吸収体の嵩高さが１ｃｍ３／ｇ以上２５ｃｍ３／ｇ以下であることを特徴とする
ものである。
【００１４】
　（７）本発明の第７の態様は、（１）から（６）のいずれかに記載の吸収性物品であっ
て、前記吸収体の前記幅方向両端部、又は前記凹部に突起が設けられており、前記吸収体
の前記幅方向両端部と、これに対向する部位を離間した状態で保持可能であることを特徴
とするものである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の吸収性物品は、幅方向中心線を挟む一対の折り線で、吸収体の幅方向両端部を
長手方向の全長に亘って折り曲げることにより、幅方向両端部を身体側に屈曲させて、各
折り線を挟んだ両側の部位を対向させ、吸収体の幅方向両端部は互いに離間した状態に保
持するものとする。これにより、体液の排泄される、吸収体上の幅方向中心線上を含む領
域において、吸収体に囲まれた空間が形成されるものとなるので、排泄された体液をこの
部位で保持することにより、体液の迅速な吸収が担保される。さらに、本発明の吸収性物
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品においては、吸収体の２本の折り線の間の領域に、少なくとも吸収体の長手方向中心部
に及ぶ凹部が設けられているので、折り畳まれた１対の幅方向両端部と、凹部とで、より
多くの体液が保持されて、長手方向への漏れが防止されるとともに、凹部の辺縁が折り畳
まれた一対の幅方向両端部を保持するので、吸収体が潰れて、幅方向両端部が長手方向の
全長に亘って対向する吸収体上の部位と接触してしまうことがない。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の吸収性物品の一態様において、吸収体の折り畳み前の状態と吸収体の折
り畳み後の状態を示す図面である。
【図２】本発明の吸収性物品の別の態様を示す図面である。
【図３】本発明の吸収性物品の別の態様において、吸収体の折り畳み前の状態と吸収体の
折り畳み後の状態を示す図面である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　＜吸収性物品＞
　本明細書の説明において、吸収性物品１の着用時とは、吸収性物品１の装着時及び装着
後の少なくとも一方をいう。吸収性物品１の長手方向とは、吸収性物品１が着用されたと
きに着用者の前後に亘る方向であり、図中、符号Ｙで示す方向である。また、吸収性物品
１の幅方向とは、長手方向に対して横又は直交する方向であり、図中、符号Ｘで示す方向
である。さらに、身体側表面とは、吸収体２３等の各部材の表裏両面のうち、着用時に着
用者の肌側に配される面であり、衣類側表面とは、吸収体２３等の各部材の表裏両面のう
ち、着用時に着用者の肌側とは反対側に向けられる面である。体液とは、尿、血液、軟便
中の水分等の体内から体外に排出された液体をいう。さらに、吸収性物品１の用途は、特
に限定されるものではなく、一般には、幼児又は成人用を問わず、テープ止めタイプの使
い捨ておむつ、パンツタイプの使い捨ておむつ、尿取りパッド、軽失禁パッド、生理用品
等であってもよい。
【００１８】
　図１は、本発明の吸収性物品１の一態様において、吸収体２３の折り畳み前の状態と吸
収体２３の折り畳み後の状態を示す図面である。本発明の吸収性物品１は、液透過性のト
ップシート２１と、液不透過性のバックシート２２と、吸収性繊維及び高吸収性ポリマー
２３２からなる吸収体２３と、を備えている。また、吸収性物品１には、使用者の排泄し
た体液の横漏れを防止するため、吸収性物品１の長手方向に沿って、トップシート２１上
に、立体ギャザー用弾性部材を有する一対の立体ギャザーを備えていてもよい。吸収性物
品１の幅方向における立体ギャザーの外端は、バックシート２２に固定され、その内端は
トップシート２１に固着され、その中央はトップシート２１に固定されない自由端となる
ように、立体ギャザーシートが配される。立体ギャザー用弾性部材を長手方向に沿って設
けることで、立体ギャザーが起立性を有し、着用者の体型に合わせて変形可能なものとな
る。立体ギャザー用弾性部材としては、例えば、ポリウレタン糸、帯状のポリウレタンフ
ィルム、糸状又は帯状の天然ゴム等が使用され、立体ギャザーシートとしては、疎水性繊
維にて形成された撥水性又は不透液性の不織布、例えば、スパンボンド不織布やメルトブ
ロー不織布、スパンボンド／メルトブロー／スパンボンドを積層した複合不織布等が使用
される。
【００１９】
　［トップシート］
　トップシート２１は、体液が吸収体２３へと移動するような液透過性を備えた基材から
形成すればよく、例えば、エアスルー不織布、サーマルボンド不織布、スパンボンド不織
布等の不織布、サーマルボンド／スパンボンドを積層した複合不織布、開口ポリエチレン
フィルム等の開口性フィルム、ポリエチレンフォーム、ウレタンフォーム等の発泡フィル
ム、あるいは、これらを積層した複合シートといった材料から形成される。また、トップ
シート２１には、液透過性を向上させるために、表面にエンボス加工や穿孔加工を施して
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もよい。これらのエンボス加工や穿孔加工を施すための方法としては、公知の方法を制限
なく実施することができる。また、肌への刺激を低減させるため、トップシート２１には
、ローション、酸化防止剤、抗炎症成分、ｐＨ調整剤、抗菌剤、保湿剤等を含有させても
よい。さらに、強度及び加工性の点から、トップシート２１の坪量は、１５ｇ／ｍ２以上
４００ｇ／ｍ２以下であることが好ましい。
【００２０】
　［バックシート］
　バックシート２２は、吸収体２３が保持している体液が衣類を濡らさないような液不透
過性を備えた基材を用いて形成すればよく、樹脂フィルムや、樹脂フィルムと不織布とを
積層した複合シートといった材料から形成される。複合シートに用いられる不織布として
は、製法を特に限定せず、例えば、スパンボンド不織布やメルトブロー不織布、あるいは
、スパンボンド／メルトブロー、スパンボンド／メルトブロー／スパンボンドを積層した
複合不織布及びこれらの複合材料が挙げられる。また、樹脂フィルムとしては、例えば、
ポリエステル、ポリビニルアルコール、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンと
ポリプロピレンの複合フィルム等が挙げられる。
【００２１】
　強度及び加工性の点から、バックシート２２の坪量は、１５ｇ／ｍ２以上５０ｇ／ｍ２

以下であることが好ましい。また、装着時の蒸れを防止するため、バックシート２２は、
通気性を持たせることが好ましい。バックシート２２に通気性を備えさせるためには、例
えば、基材の樹脂フィルムにフィラーを配合したり、バックシート２２にエンボス加工を
施したりすればよい。なお、フィラーとしては炭酸カルシウムを挙げることができ、その
配合方法は、公知の方法を制限なく行うことができる。
【００２２】
　［吸収体］
　吸収体２３は、基材としての吸収性繊維と、高吸収性ポリマー２３２（ＳＡＰ）と、を
含有することが好ましい。吸収性繊維は、一般に生理用ナプキンやおむつ、尿取りパッド
等の吸収性物品に使用されるものであれば特に制限はなく、例えば、フラッフパルプ、コ
ットン、レーヨン、アセテート、ティシュ、吸収紙、親水性不織布等を挙げることができ
る。これらの中でも、吸収性の観点から、フラッフパルプを使用することが好ましい。斯
かるフラッフパルプとしては、木材パルプ、合成繊維、ポリマー繊維、非木材パルプ等を
綿状に解繊したものを挙げることができる。吸収体２３の吸収性繊維は、吸収性能及び肌
触りを損なわないよう、１００ｇ／ｍ２以上８００ｇ／ｍ２以下の坪量とすることが好ま
しい。なお、吸収体２３は、高圧プレスされた状態であってもよい。
【００２３】
　吸収体２３の高吸収性ポリマー２３２としては、体液を吸収し、かつ、逆流を防止でき
るものであれば特に制限はなく、ポリアクリル酸ナトリウム系、ポリアスパラギン酸塩系
、（デンプン－アクリル酸）グラフト共重合体、（アクリル酸－ビニルアルコール）共重
合体、（イソブチレン－無水マレイン酸）共重合体及びそのケン化物等の材料から形成さ
れたものを使用することができる。これらの中でも、重量当たりの吸収量の観点から、ポ
リアクリル酸ナトリウム系が好ましい。吸収体２３のＳＡＰ量は、吸収性能及び肌触りを
損なわないよう、５０ｇ／ｍ２以上５００ｇ／ｍ２以下の坪量とすることが好ましく、１
５質量％以上５０質量％以下の含有量とすることが好ましい。
【００２４】
　吸収体２３において、吸収性繊維及びＳＡＰの形態は、吸収性繊維中にＳＡＰ粒子を混
合して形成したもの、あるいは、吸収性繊維間にＳＡＰ粒子を固着したＳＡＰシートとし
たものであることが好ましい。また、ＳＡＰ粒子の漏洩防止や吸収体２３の形状の安定化
の目的から、吸収体２３をキャリアシート２６に包むことが好ましい。キャリアシート２
６の基材としては親水性を有するものであればよく、ティシュ、吸収紙、エアレイド不織
布、親水性スパンボンド不織布、親水性エアスルー不織布等の親水性不織布を挙げること
ができる。キャリアシート２６を複数備える場合は、キャリアシート２６の基材は同一の
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ものであっても異なるものであってもよい。
【００２５】
　吸収体２３の嵩高さは、１ｃｍ３／ｇ以上２５ｃｍ３／ｇ以下であることが好ましく、
１．５ｃｍ３／ｇ以上、５ｃｍ３／ｇ以下であることがより好ましい。吸収体２３の嵩高
さを上記の範囲内のものとすることにより、吸収性物品１のフィット性を損なわずに、排
泄された体液の吸収性を良好に維持することができる。なお、吸収体２３の嵩高さについ
ては、吸収体２３の厚さをダイヤルゲージ（尾崎製作所製の「ピーコックダイヤルゲージ
」）を用い、３４３２Ｐａの加重がかかった状態で吸収体２３の平均厚さを求め、この平
均厚さと吸収体２３の面積とから算出した。
【００２６】
　本発明においては、吸収体２３の幅方向両端部２３１を、長手方向の全長に亘って幅方
向中心線を挟む一対の折り線２５で折り曲げ、幅方向両端部２３１が長手方向の全長に亘
って身体側に屈曲して、折り線２５を挟んだ両側の部位が対向して保持されている。この
状態において、吸収体２３の幅方向両端部２３１は幅方向に互いに離間しており、吸収体
２３を折り曲げる前の状態において吸収体２３の身体側表面を構成していた表面の一部が
、折り曲げられた幅方向両端部２３１に覆われずに露出している。そして、上記の吸収体
２３の身体側表面において、吸収体２３の２本の折り線２５の間の領域には、少なくとも
吸収体２３の長手方向中心部に及ぶ凹部２４が設けられており、吸収体２３の折り曲げら
れた幅方向両端部２３１の離間距離Ａが、この凹部２４の幅方向の最大寸法Ｂよりも狭く
なっている。
【００２７】
　以上のような構成を採用することにより、折り畳まれた吸収体２３において、吸収体２
３の１対の幅方向両端部２３１と、凹部２４とにより空間が形成され、離間する幅方向両
端部２３１の隙間から流れ込んだ体液が、この空間に保持されるので、吸収体２３が多量
の体液を保持可能となり、長手方向両端部からの体液の漏れが防止されるとともに、保持
される体液は凹部２４の壁面と幅方向両端部２３１の壁面とに接触するので、吸収体２３
に体液が迅速に吸収されることとなる。なお、凹部２４の壁面は堰としての役目も併せ持
つが、長手方向中央部から両端部に向かって壁面の高さのみに傾斜をつけて、長手方向中
央部から長手方向両端部に向かうほど高さを増してもよい。このように設計することによ
り、高速で長手方向に展開する体液の勢いを程よく弱めながら、長手方向両端部の吸収体
２３に体液を展開することができる。一方、逆に勢いの弱い体液が当壁面に到達した場合
、そこで体液の移動が留まり、結果長手方向の吸収体２３が活かされない場合が考えられ
るため、壁面の一部の高さを壁面と同じ高さに設けてもよい。
【００２８】
　本発明において、吸収体２３の凹部２４は、少なくとも１つの凹部２４が長手方向中心
部に及んでいれば、複数に分割されていてもよい。この場合、分割された凹部２４の寸法
とその境界部の寸法は、任意に設定される。例えば、図１に示されるように、凹部２４が
長手方向に分割されていてもよいし、図３に示されるように、幅方向に分割されていても
よい。凹部２４が分割されて設けられている場合、分割された凹部２４の境界と、幅方向
両端部２３１とが接触し、分割された凹部２４の境界により、折り曲げられた幅方向両端
部２３１が支持される。これにより、幅方向両端部２３１と凹部２４により形成される空
間が、潰れずに保持されることとなる。なお、凹部２４が幅方向に分割されている場合、
凹部２４の幅方向の最大寸法Ｂは、分割された複数の凹部２４の全てと、その境界部を含
んだ領域において、幅方向で最も外側に位置する凹部２４の壁面の間の寸法として算出さ
れる。
【００２９】
　なお、特に、凹部２４が長手方向に分割されている場合、吸収体２３の幅方向両端部２
３１、又は凹部２４には突起２７が設けられていてもよく、この突起２７が、吸収体２３
の幅方向両端部２３１と、これに対向する部位を離間した状態で保持可能にしてもよい。
このような構成を採用することにより、吸収体２３の幅方向両端部２３１、及び凹部２４
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により形成される空間を、より確実に保持することができる。
【００３０】
　（幅方向両端部の離間距離）
　なお、折り曲げられた状態の吸収体２３において、吸収体２３の幅方向両端部２３１の
最短離間距離Ａは１ｃｍ以上５ｃｍ以下であり、且つ、凹部２４の幅方向の最大寸法Ｂの
１０％以上１００％以下であることが好ましく、２０％以上９０％以下であることがより
好ましい。幅方向両端部２３１の離間距離Ａを上記の範囲内のものとすることにより、排
泄された体液を凹部２４に適切に誘導できるとともに、幅方向両端部２３１と凹部２４と
が完全に接触してしまうことがなく、且つ凹部２４と幅方向両端部２３１とにより形成さ
れる空間に保持される体液と、吸収体２３との接触面積も増大させることができる。なお
、幅方向端部については、必ずしも直線状に形成されている必要はなく、弧を描いていて
もよい。このような場合、例えば、体液の排泄部等、一部の領域のみについて、幅方向両
端部２３１の離間距離Ａを広くすることができ、体液の収容能を向上させることができる
。
【００３１】
　（高吸収性ポリマーの配置）
　ここで、本発明においては、吸収体２３が屈曲する前の状態において、吸収体２３の衣
類側を構成する表面に、高吸収性ポリマー２３２が濃縮されて存在することが好ましい。
すなわち、この状態における吸収体２３の身体側表面に比較して、衣類側表面には、高吸
収性ポリマー２３２がより多く存在していることが好ましい。これにより、吸収体２３が
折り曲げられた状態において、吸収体２３の内側に保持された体液が、吸収体２３の外表
面に存在する高吸収性ポリマー２３２に吸収されるとともに、高吸収性ポリマー２３２が
膨潤するので、膨潤した高吸収性ポリマー２３２により体液の移動がブロックされて、吸
収体２３の内側に保持されている体液が、吸収体２３の外側に漏れ出すことを防止するこ
とができる。なお、吸収体２３は、上層吸収体と下層吸収体とを積層してなるものであっ
てもよいが、この場合、下層吸収体に高吸収性ポリマー２３２を偏在させることにより、
吸収体２３の衣類側表面に高吸収性ポリマー２３２が濃縮されて存在する構成を実現する
ことができる。上層吸収体と下層吸収体の長手方向及び幅方向の長さは、上層吸収体の長
さが下層吸収体の長さより長くてもよく、上層吸収体の長さが下層吸収体の長さと同じで
あってもよく、上層吸収体の長さが下層吸収体の長さより短くてもよい。また、高吸収性
ポリマー２３２を集約配置させたＳＡＰシートを製品中央部の長手方向沿いに配置しても
よい。当該ＳＡＰシートを採用することにより、吸収時のＳＡＰの膨潤によりＳＡＰシー
トが膨潤し、結果、元々肌に触れない凹型の中央部が特異的に隆起して凸型となって肌と
接触し、肌上に残る体液を拭取る効果が発現される。
【００３２】
　（吸収体の折り畳み時のトップシート及びキャリアシートの配置）
　図２は、本発明の吸収性物品１の別の態様を示す図面である。上述のとおり、吸収体２
３は、キャリアシート２６に包まれていることが好ましい。このため、吸収体２３を折り
曲げる際には、図２に示すとおり、キャリアシート２６に包まれた吸収体２３を折り曲げ
て、吸収体２３の幅方向両端部２３１を屈曲させてもよい。また、図１に示すとおり、吸
収体２３をトップシート２１と積層させた後、吸収体２３を折り曲げて、吸収体２３の幅
方向両端部２３１を屈曲させてもよい。この場合、トップシート２１は、吸収体２３とと
もに、折り線２５で身体側に屈曲して、折り線２５を挟んだ両側の部位が対向して保持さ
れるものとなる。このような構成とすることにより、折り曲げられたキャリアシート２６
やトップシート２１の反発力により、吸収体２３の幅方向両端部２３１の全長が、対向す
る吸収体２３の部位に接触してしまうことがなく、吸収体２３をトップシート２１ととも
に折り曲げる場合には、吸収性物品１の着用時に、肌と、吸収体２３の２本の折り線２５
の間の領域との間に、空隙が形成されることとなるので、折り畳まれた吸収体２３の幅方
向両端部２３１と、凹部２４により形成される空間に、排泄された体液を迅速に誘導する
ことができ、結果として、体液を吸収体２３に迅速に吸収させることができる。
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【００３３】
　（折り線）
　吸収体２３を折り畳む折り線２５は、幅方向中心線を挟んで一対形成されている。ここ
で、本発明においては、この折り線２５において、吸収体２３が肉薄となっているか、吸
収体２３に溝又はスリットが形成されていることが好ましい。このような構成とすること
により、吸収性物品１の製造過程において、吸収体２３を容易に折り畳むことができると
ともに、折り畳まれた吸収体２３における、幅方向両端部２３１が身体側に屈曲された形
状を、安定に維持することもできる。
【００３４】
　＜吸収性物品の製造方法＞
　吸収性物品１の製造方法は、周知の方法を採用することができ、例えば、（Ａ）吸収性
繊維を高吸収性ポリマー２３２とともに積繊して吸収体マットを作成し、吸収体２３を形
成する工程、（Ｂ）トップシート２１と立体ギャザーをホットメルト系接着剤で固定・一
体化する工程、（Ｃ）トップシート２１、立体ギャザー、及びバックシート２２の内側に
ホットメルト系接着剤を塗工する工程、（Ｄ）集合ドラムにおいて、吸収体２３の上部に
トップシート２１を、吸収体２３の下部にバックシート２２を配置し、各構成部材を固定
・一体化する工程、（Ｅ）吸収性物品１の半製品をカッター装置により製品寸法でカット
し、個々の吸収性物品１を切り離す工程、を有する製造方法等を挙げることができる。そ
して、本発明において吸収性物品１の吸収体２３については、吸収性物品１の製造工程の
いずれかの段階において、トップシート２１やキャリアシート２６とともに、幅方向中心
線を挟む折り線２５で、身体側に折り曲げることにより屈曲させればよい。
【符号の説明】
【００３５】
　１　　　　吸収性物品
　２１　　　トップシート
　２２　　　バックシート
　２３　　　吸収体
　２３１　　幅方向両端部
　２３２　　高吸収性ポリマー
　２４　　　凹部
　２５　　　折り線
　２６　　　キャリアシート
　２７　　　突起
　Ａ　　　　幅方向両端部の離間距離
　Ｂ　　　　凹部の幅方向の最大寸法
　Ｙ　　　　長手方向
　Ｘ　　　　幅方向
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